
令和７年度第２回川崎市予防接種運営委員会審議録 

 

日時 令和８年１月２６日(月) 

午後１時３０分から午後３時００ 

場所 川崎市医師会館３階ホール 

 

１ 開会 

事務局   定刻となりましたので、ただ今から令和７年度第２回川崎市予防接種運営委

員会を開催させていただきたいと思います。 

私は本日の司会を務めさせていただきます、川崎市健康福祉局保健医療政策

部予防接種担当課長の齋藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

会議を始める前に本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。お手

元に資料の方をお配りさせていただいておりますが、まず表紙の一番上に次

第がございます。続きまして、席次表と名簿、本委員会の設置の条例及び資料

の１番から１０番までの綴りを用意させていただいております。お手元の資

料等に不備がありましたらお知らせいただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

続きまして、出欠の状況となります。本日は原田委員、生駒委員、岡部委員、

楢林委員につきましては、欠席の連絡を頂戴しております。出席委員数は１８

人中１４名となりますので、川崎市予防接種運営委員会条例第７条第２項に

より、規定する過半数を満たしておりますので、本委員会は成立していること

をご報告いたします。 

 

２ 委員長挨拶 

     本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。今、イ 

      ンフルエンザのワクチン、コロナのワクチン、皆様方にはご協力いただいて 

      おります、ありがとうございます。また、休日急患診療所の年末年始の状況 

      をみますと、約２，７００の受診者があって、休日診療所７箇所のトータル 

      が２，７００、その中でインフルエンザは約８００、コロナが１００、子ど 

      もさんと大人の受診割合でいうと、子どもさんは２割というのが、この年末 

      年始の状況でございました。インフルエンザは１月末まで、そしてコロナワ 

      クチンは２月末まで、と今期も延長しております。どうぞ最後まで御協力お 

         願いいたします。そして、インフルエンザに限らず、ワクチン色々と今、目

まぐるしく変わっております。この度、ＲＳウイルスが定期予防接種化され
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まして、この今まで乳幼児が重篤化するということがこれまでよくございま

したけれども、今後は母体の段階でワクチンを接種するということで、これ

はそれなりの効果を期待するところでございます。また、高齢者の肺炎球菌

ワクチン、これがＰＰＳＶの２３価ニューモバックスから、プレベナーです

ね、ＰＣＶの２０価に変更になるということであります。価数としては減り

ますけれども、まあ色々なエビデンス、データに基づきまして、従来より高

い効果、そして持続性が期待されるワクチンということで、非常に期待して

いるところでございます。また、これ４月から急にスケジュールが変わりま

すので、今から２月３月の在庫管理、これを我々も医療機関に対して、徹底

してご説明をしていきたいと考えております。いずれにしましても、定期予

防接種のワクチン、これは年々複雑化しておりますので、本当に重要な問題

ですので、短い時間ではありますが、本日の積極的なご意見をいただきなが

ら、今後の政策に役立てていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

   事務局    岡野委員長、ありがとうございました。 

 

３ 保健医療政策部担当部長挨拶 

 

事務局   続いて、行政を代表いたしまして、保健医療政策部林担当部長からご挨拶申し

上げます。 

 

担当部長  健康福祉局保健医療政策部担当部長の林でございます。 

本日は大変お忙しい中、予防接種運営委員会にご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

また委員の皆様におかれましては、日頃より本市の予防接種事業に多大なる

ご協力をいただいておりまして、この場をお借りして感謝を申し上げます。 

昨年４月から定期の帯状疱疹ワクチンが始まりまして、年齢に関する経過措

置ですとか、ワクチンの選択のことなど、接種を希望される市民の皆様に、丁

寧なご説明をしていただいており、円滑に接種が進んでおりますこと、この場

をお借りして、改めて感謝申し上げます。 

また、４月からは、岡野会長からもお話がありました通り、様々な新規ワクチ

ンですとか、ワクチンの変更などが控えております。このような予防接種事業

に関しまして、円滑に今後も進めていくためには、やはり本委員会におきまし

て、接種に御協力いただいている、医療機関の皆様また、専門家の皆様からの

御助言は不可欠なものであると考えています。本日も是非、忌憚のないご意見
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をいただけますと幸いです。 

それではどうぞ、よろしくお願いいたします。 

事務局   林担当部長ありがとうございました。 

 

 

＜会議の公開・非公開＞ 

事務局   それでは議事に入ります前に本委員会の公開についてでございますが、川崎

市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第１項に基づき、議事の（１）の

「ウ 予防接種後副反応疑い報告」議事（２）の「コッホ現象事例の報告」議

事（３）の「定期予防接種による間違い報告」議事（４）の「骨髄移植等の治

療に伴う定期予防接種の再接種」につきましては個人情報等に関連する情報

が含まれているため、非公開とさせていただきたいと思います。 

それ以外については公開として、よろしいでしょうか。 

 

委 員   （異議なし） 

 

事務局   ありがとうございます。それでは異議がないようですので、提案のとおりとさ

せていただきたいと思います。 

傍聴を希望される方がいましたら入場いただいてください。 

傍聴者の申出はございません。 

それではここからの進行につきましては岡野委員長にお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

５ 議 事  

 

議事（１）「令和７年（２０２５年）度予防接種事業中間報告について」 

ア 予防接種実施報告 

委員長   それでは早速、議事に入らせていただきます。行かっこの１番、令和７年２０

２５年度の予防接種事業報告について、まず（ア）予防接種事業中間報告につ

いて事務局からご説明いただきたいと思います。 

 

事務局   はい、それでは資料の１ページ目、資料１によりまして、令和７年度予防接種

事業中間報告について、説明いたします。今回は年度途中の集計ということで、

上半期、４月から９月までの報告です。資料１の参考資料といたしまして、令

和６年度の年報を２ページに載せております。 

資料１の説明として、まず太線で囲っている部分につきましては、令和７年度
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に行った個別通知を行って月を示しており、それぞれ左端に具体的な日付を

記載しております。ここに示す表の接種率につきましては、例年と同様に個別

通知を送付しました、対象者数と接種を受けた被接種者数、この２つの数値か

ら予防接種の種類ごとに算出する方式としております。説明にあたり、今回も

時間の都合により、特筆すべき部分以外は説明を省略させていただきます。説

明するワクチンについては表中左端の種類に記載している番号とワクチンの

種類を併せて申し上げますので、対応する欄をご確認ください。 

まず、新生児を対象としたワクチンの②小児肺炎球菌、③４種及び５種混合、

⑮Ｂ型肝炎、⑯ロタウイルスについて、接種率は概ね例年と同等と見込まれま

す。次に⑧麻しん風しんについて、１期、２期ともに、例年と比較すると、接

種率は若干増加しております。令和６年度における麻しん風しんワクチンの

全国的な供給不足等により、令和６年度中に定期接種対象年齢を外れた方で、

未接種の方を対象に接種期間を２年間延長していることが、要因と考えられ

ます。なお、表にある、かっこ書きの数字が各月の接種件数のうち、接種期間

延長の対象者の内訳となります。任意接種については、対象となる方が、接種

期間延長により、カバーされているため、例年に比べて件数が減少しておりま

す。 

⑬ＨＰＶにつきましては、令和６年度をもって、キャッチアップ制度が終了し、

令和７年度においては、経過措置期間であることから、例年と比較して、接種

件数が減少しております。ＨＰＶの接種件数については、定期接種対象者にお

ける接種数と、キャッチアップ接種対象者の接種数を再掲として、掲載してお

ります。ＨＰＶの接種に関する資料といたしましては、学年ごとの接種状況を

まとめた、ＨＰＶワクチン全学年累積接種数の資料を３ページに載せており

ます。こちらは前回の運営委員会でもお示ししている資料になりますが、接種

者数及び市内女性人口につきましては、生まれ年度ごとに令和７年１２月時

点の接種台帳を基に、数値の更新を行っております。接種率をみますと、今年

度から定期予防接種の期間を外れ、経過措置期間の対象となった、高校２年生

にあたる、平成２０年度生まれが一番高い水準となっております。 

１ページ目の資料１に戻りまして、⑱帯状疱疹につきましては、令和７年度か

ら定期接種化しており、事業として、初年度の実施となります。帯状疱疹は経

過措置として、６５歳から５歳刻みの方を事業の対象としており、個別通知を

６月下旬に対象者あてに送付していることから、６月までと７月以降で各月

の接種件数が増加しております。 

報告は以上となります。 

 

委員長   ありがとうございます。 
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ただ今のご説明に関しまして何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

片岡委員  ＭＲワクチンの件について、お尋ねしたいんですけれども、今年度はＭＲワク

チン２年間の延長の１年目ということになって、１６例と、１期２期で１６

例・１６９例とこうした数字が出ているんですけれども、これ、つまり接種率

の計算をするときにはですね、令和６年度に入れて、それで令和６年度の接種

率として、報告されるんでしょうか。 

 

事務局   ご質問ありがとうございます。接種率につきましては、資料に掲載している数

値は、全てを合算しているのですが、 

 

片岡委員  すでにかっこの中の数字はですね、令和６年度の中に再掲ということですか。

つまり、令和６年度は１期が５，０５７件、令和７年度は現時点で既に５，０

００件行ってるということで、相当増えていますよね。ですから、その各年度

ごとの合計を取るときに、今までの任意接種でやっていた分については、どの

ように計算されていたんでしたっけ。 

 

事務局   任意接種は⑧の行の１個下の行のところに麻しん風しん（任意接種）再掲と書

いてあります。なので、令和７年度の合計の列でいうところの、１期について

は、５，１２８件という数字がありますけれども、これは、令和７年４月から

９月までの間に、通常の対象者の子の他に、任意接種で打った子を含めるのと、

その他に延長で打った子、なので今、小１の子も延長対応で打っていたならば、

全部含めて５，１２８というように書いてまして、（１６）というのは、その

うち、小１で打った子だとか、２歳で打った子だとかということになります。 

 

片岡委員  それでですね、各年度で接種率といいますか、パーセンテージを出しておられ

るじゃないですか。それはどの数字を使っているのかをお聞きしたい。 

 

事務局   分母が個別通知を送った数になるので、今、先生が言っていただいたお話でい

うと、通常の対象者の子に送った数を分母にして、一方で分子は通常の対象者

の子の他に、任意接種で打った子だとか、特例を使って打った子だとか、その

他系の子もいれてしまっておりますので、分子が大きくなる可能性はありま

す。 

 

片岡委員  分母は個別通知、分子は全てという形で、これはかっこの中に入る数字は本来
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はその年度ではなく、１年度前に打たなければならなかった人たち、そういう

ことになるんですね。こういうところで、私たちが心配しているのが、ＭＲワ

クチンの接種率が９５％をキープしているのかどうかということなんですね。

ここの数字が、ここの微妙なところにすごく関わってきますので、ちゃんとし

た注釈を入れたうえで、出せるようにしてほしいと思います。 

 

事務局   ありがとうございます。承知いたしました。 

 

委員長   ありがとうございます。その誤差が出るのは確かだと思います。例えば分母の

ところに、繰越で入った数字を分母に足しておくとか、そういうのはある程度、

率としては、いいのかなと。 

 

多屋委員  今のことですが、私もその点大事だと思っていまして、どれくらいの方がこの

２年間に受けてくださるか、心配しているので、できれば、令和６年度に足し

上げた方がいいと思いました。令和７年度の分母に６年度と７年度を足して

しまうと、令和７年度があたかも高くなったように見えるとおっしゃってい

たと思うのですけれども、高くなっているわけではなくて、前の年度に受けら

れなかった人が足されているからなので、令和６年度の分母に、令和６年度中

に接種した人数と、令和７年度に令和６年度対象のうち令和６年度中に接種

ができなくて、令和７年度に接種した人数を足しあげた方が、いいんじゃない

かと思います。そういった形でお願いはできますでしょうか。 

 

委員長   要するに、修正値は修正値として、令和６年度改めて計算を入れるとか、それ

から純粋に７年度の率という意味では、純粋に７年度の対象者に対する接種

者の方が、いいような気がします。 

 

片岡委員  実感としてはですね、ＭＲワクチンの接種率は下がっているように思います。

なのに、前年度の繰越分で見かけ上、増えているというような話だったので、

そういう風になるのは、ちょっと困るかなと思うんですね。実際、今ちゃんと

受けているのかどうかということも知りたいので、お願いします。 

 

事務局   そうしましたら、イメージとしては令和６年度に年長さんだった子が接種率

どうだったのかを後から追っていくようなイメージと、令和７年度に年長さ

んの子たちが、今、どのくらい打てているのかというのが分かるように、人ベ

ースでお見せするということで、承知いたしました。ありがとうございます。 
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委 員   （異議なし） 

 

イ 定期用ワクチン在庫管理報告 

委員長   それでは、議事を進めさせていただきます。続いて、イ 定期用ワクチン在庫

管理報告について事務局の方から御説明よろしくお願いします。 

 

事務局   はい。それでは、５ページをご覧ください。定期用ワクチン在庫管理報告書集

計結果について、ご説明いたします。定期用ワクチン管理報告書については、

個別協力医療機関に、毎月、提出をお願いしており、令和７年度の上半期にお

いて、ワクチン管理報告書が未提出の医療機関数を区ごとに月別でまとめた

資料となっております。 

全体の傾向としまして、令和６年度上半期の未提出割合８．９％に対して、令

和７年度上半期の未提出割合が９．５％と、やや増加したしました。続きまし

て、６ページをご覧ください。提出漏れの改善を図るために、提出状況をまと

めた資料となっております。円グラフの左側は、全医療機関３６２件のうち、

毎月、ワクチン管理報告書の提出をいただきました、医療機関様が２９１件、

一部の月において、報告書の提出があった医療機関様が６６件、一度も報告の

提出のなかった医療機関様が、５件あったことを表しております。次に円グラ

フの右側において、一度も報告書の提出がなかった医療機関様５件全てにお

きまして、委託料請求がなかったことを表しております。 

昨年度と比較しまして、報告書の提出率について、やや未提出数が多くなって

いますが、特に一度も提出していない医療機関様については、医師会と連携し、

勧奨を行うとともに、引き続き定期用ワクチン管理報告書の趣旨を御理解い

ただけますよう、提出状況のさらなる改善を行って参りたいと思います。ワク

チン在庫管理報告に関する御報告は以上でございます。 

 

委員長   はい。ただ今の件について、何か、ご質問・ご意見はございますか。 

 

関口委員  一部ワクチン管理報告書の提出があった医療機関が６６件、要は、ワクチンの

接種委託料を請求したときには、この報告書が提出されるんだけれども、委託

料を請求しないとき、この報告書だけ送らなければならないのかということ

になると、多分そういうときは送っていないと思いますので、この６６件の医

療機関にはそういった、請求したときの月だけ送ってくるという医療機関が、

相当に含まれるといった理解でよろしいでしょうか。 

 

事務局   はい。ご認識の通りで間違いございません。一応、全件数をご提示できるわけ
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ではないんですけれども、ご認識の通り、提出が一部あったというところは、

全く請求の報告が０件であった月に関して報告がなかった、何か報告する数

字があったときに、ご報告をいただいているという、医療機関様が６６件いら

っしゃるというところでございます。 

 

宮沢委員  自分が委員をやっているので、言い方を考えなければなと思います。今は「提

出してください」というだけなので、正確に言うべきかなと「ワクチンを請求

してない月でも、必ずこれは報告義務があります」という言い方に変えていこ

うと思います。例えば、請求が１件だけど、提出していないところはないとい

うことでいいですかね。 

 

事務局   はい。 

 

宮沢委員  それは良かったです。安心しました。 

 

委員長   この本来の目的は、在庫の管理と期限切れと、この辺が一番課題だと思うので、

請求がないから、報告を出さないのではなくて、毎月その有効期限を改めて確

認するきっかけとして、ぜひ、大切に扱ってほしいなという気はします。特に

この、稀にしか打たないところこそ、期限切れとかそういったトラブルが多い

と思うので、そういうところもしっかり含めて、今何のワクチンが何本残って

いますよと、そういう意味の報告だと思うので、その辺はしっかりと報告をお

願いするというスタンスがよろしいのでは、と思います。その他、何かござい

ますでしょうか。 

 

委 員   （異議なし） 

 

ウ 予防接種後副反応疑い報告（定期、臨時） 非公開 

 

議事（２）「コッホ現象事例の報告」 非公開 

 

議事（３）「予防接種による間違い報告について」 非公開 

 

議事（４）「骨髄移植等の治療に伴う定期予防接種の再接種について」 非公開 

 

議事（５）「予防接種事業報告（コロナ・インフル）について」 

委員長   それでは、行かっこ５番、予防接種事業報告（コロナ・インフル）について、
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事務局からご説明よろしくお願いします。 

 

事務局   それでは、お手元の資料の２９ページ資料５、令和７年度新型コロナウイルス

感染症・インフルエンザ予防接種の実施状況について、説明いたします。 

はじめに１、新型コロナウイルス感染症予防接種の実施状況を報告いたしま

す。今年度は自己負担金を７，０００円とし、令和７年１０月から令和８年２

月末までを接種期間として、実施しています。（４）の実施状況は各医療機関

等から接種後に送付を受けた予診票のパンチ件数を計上していることから、

月遅れ請求等を含む、暫定値となります。１０月は８，８７６件、１１月は１

１，１０２件と接種していますが、昨年度の約半分の接種率となっています。

次に２、インフルエンザ予防接種の実施状況を報告いたします。今年度は昨年

度と同様、自己負担金を２，３００円とし、令和７年１０月から令和８年１月

末までを接種期間として実施しています。実施状況については、先ほどと同様

に、暫定値となりますが、１０月は６７，４０５件、１１月は５９，２４９件

と接種していますが、接種率を昨年度と比較すると、１０月は昨年度の約１．

５倍となり、大幅に増加しております。報告は以上でございます。 

 

委員長   ありがとうございます。インフルエンザは１０月前後に急激に流行った関係

で、スタートが早かったのだと思いますが、年末以降はあまり聞かれていなく

なってきているので、これはまた、トータルすると昨年並みになるのかなと思

います。ただ今の件に関しまして、何かございますか。 

 

関口委員  新型コロナウイルス感染症予防接種について、令和６年度は、自己負担金が３，

０００円、今年は７，０００円と国の補助がなくなり、上昇した。これにより、

打つ方が非常に少なくなってしまった。自己負担が免除される方はどんどん

打つのだけれど、課税世帯かつ裕福でない方は、７，０００円が払えず、打て

ない方が相当数いらっしゃるんじゃないかなと思います。これからも高額な

ワクチン接種が次から次へと始まって、高額な自己負担金が請求されるよう

なことがあると、打ちたくても打てない方が出てきて、税金を払っている方が

打てない、税金を払っていない方が打てるという、非常に逆転現象と申します

か、税の上での公平感が無くなってしまうので、これについては自己負担金を

もう少し安く設定できないかご検討いただければと思います。 

 

委員長   実際に例えば自己負担のない方がどのくらい打っているのかの割合について

も、出たら教えていただければと思います。ただ今の件に関しましてはよろし

いでしょうか。 
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委員    （異議なし） 

 

議事（６）「令和８年（２０２５年）度予防接種事業について」 

ア 定期予防接種ワクチン配布業者について 

委員長   それでは議事の行かっこ６番、令和８年２０２６年度の予防接種事業につい

て、（ア）定期予防接種ワクチン配布業者について、事務局からご説明いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局   はい。それでは、３１ページ資料６をご覧ください。定期予防接種ワクチン配

布業者について説明させていただきます。 来年度のワクチン配布予定業者で

すが、川崎市薬剤師会と契約する卸業者の参加基準を定めたうえで、業者を選

定することとしております。記載のとおり、令和８年度につきましては、昨年

度と同様、６業者を予定しております。報告は以上でございます。 

 

委員長   ありがとうございます。ちょっと教えていただきたいんですけれども、例えば

数社の中でものが足りないというような場合、その６社の中で融通するよう

にといった契約はあるのでしょうか。 

 

事務局   はい。６社の中でどの卸業者を使ってもいいですよというつもりでおります。 

 

委員長   要するに、例えば我々が、もし２社にあたって「ない」と言われ、普段全然お

付き合いのないところには「まだあるんです」と伝えてもらえるような、そう

いった融通はないんですね。 

 

事務局   融通をする想定ではいるのですが、もしかしたら先生方に１日２日でお渡し

するスピード感は少し難しいのかもしれないんですけれども、この事業の構

想としては、それができるように、というつもりでおります。 

 

委員長   契約しているこの６社の中で融通しあうように、連携を取るようにといった

指示が行政から行っているといったことはないでしょうか。 

 

事務局   そうですね、それが一番ベストではありますが。 

 

委員長   個別に探さなければならないですか。 
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事務局   そうですね、ケースバイケースにはなります。 

 

委員長   その辺も、契約の段階で「しっかりと連携を取るように」とか、言っていただ

けれたら、嬉しいなと思います。 

 

事務局   承知いたしました。ありがとうございます。 

 

委員長   ただ今の件はよろしいでしょうか。。 

 

委員    （異議なし） 

 

イ ＲＳウイルス感染症の定期接種化について 

委員長   それでは、（イ）ＲＳウイルス感染症の定期接種化について、事務局からご説

明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局   はい。それでは資料３３ページをご覧ください。ＲＳウイルス感染症の定期接

種について、説明させていただきます。ＲＳウイルス感染症予防接種について

は、昨年 11 月の基本方針部会にて、予防接種法のＡ類疾病に位置付け、本年

４月１日から定期接種の対象とすることが了承され、厚生労働省からはこれ

に合わせて準備を進めるよう指示されたところです。 

ＲＳウイルス感染症予防接種に使用されるワクチンは、妊婦に接種する「母子

免疫ワクチン」と、乳幼児に接種する「抗体製剤」の２種類があります。今回、

定期接種に用いられるワクチンは前者の母子免疫ワクチンとなります。抗体

製剤については、定期接種の対象となりませんので、ご注意ください。 

続いて、資料の下段をご覧下さい。こちらの資料にありますように、母子免疫

ワクチンの有効性は２８週～３６週の間が高くなります。よって、母子免疫ワ

クチン自体は妊娠２４週から打つことが出来ますが、定期接種期間としては

妊娠２８週からと規定されておりますので、対象者の妊娠週数についてはご

注意いただきますよう、お願い申し上げます。 

続いて、資料３４ページをご覧ください。こちらが、ＲＳウイルス感染症定期

接種のまとめとなりますが、対象者は妊娠２８週から３６週の妊婦であり、使

用ワクチンは母子免疫ワクチンのみとされ、開始時期は令和８年４月１日か

らとされております。こちらを受けて、本市の対応案でございますが、令和８

年４月１日から接種が開始できるよう、帳票類の作成や、医療機関との調整を

進めてまいります。自己負担額については、Ａ類予防接種のため、徴収はせず、

無料となります。ワクチン価格は、厚生労働省資料より、税抜２４，０００円
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と想定しております。接種医療機関については、妊婦健診を行う産婦人科等を

中心に、医師会加入医療機関での実施を想定しております。広報については、

市政だよりやホームページ、母子手帳交付時の書類一式への案内の同封、医療

機関による妊婦への周知を行う想定です。また、妊娠日によっては、４月１日

時点において、妊娠３６週に達しており、接種期間が１週間しかない妊婦がい

ることも、十分に想定がされるため、妊娠２８週から妊娠３７週に至るまでの

期間が令和８年４月１日をまたぐ妊婦の方については、３月３１日以前に接

種することが望ましく、任意接種をした場合は、本市独自にその費用を償還払

いする救済措置を講じる予定です。報告は以上でございます。 

 

委員長   はい、ありがとうございます。これは新しいワクチン事業として、今度、説明

会をさせていただく予定です。管理する手帳というのは、母子手帳の方に項目

はないけども、見せなさいということですよね。そこの中に書き込むわけでは

ないんですよね。 

 

事務局   母子手帳で、まず見ていただきたいのは、妊娠日と出産予定日が書いてあるペ

ージがあるのと、その他に予防接種のいつも見ていただいているページがあ

りますけども、これの最後のページに、その他欄といって、小児のインフルだ

とかを書いていくページがあるんですけれども、そこに母子免疫ワクチンも

書いていただくことをイメージしています。 

 

委員長   それは、「ここに書くように」という指導するものなのか「ここに書かれたら

分かりやすいですよ」という程度のものなのか、いかがでしょうか。 

 

事務局   これまでに、何人かの先生方に「重複接種だとかが起きると危ないから、ここ

を見ておけば大丈夫という、ページがあるといいよね」というご意見をいただ

いていたので、方向性としては少なくとも、川崎市の医療機関においてはとい

うことになるんですけれども、そこに書いてくださいということにしようと

思います。 

 

委員長   記録を母子健康手帳に書いてワクチンのシールをここを貼るとか、そういっ

たことはどちらかというと、徹底していただいていた方が、場合によっては、

産婦人科に限らず、小児科の先生の方で「お母さん妊娠したんだったら、この

ワクチンを打ちましょうね」とかそういった産婦人科以外の医療機関が打つ

というのは、ゼロではないと思います。母子健康手帳のここにシールを貼るの

は徹底させるとか、そういった案内・指導をされるのが一番よろしいと思いま
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す。その他、何かございますでしょうか。それからあともう一つ、週数は先生

が数えるんですよね、 

 

事務局   産婦人科の先生が数えるイメージで申しておりますが、それでよろしいでし

ょうか。妊婦が数えるかという意味でしょうか。 

 

委員長   要するに、自動的にいつからいつですよと、出てくるわけではないですよね。

産婦人科の先生は今が何週目、というのをはっきりと分かっていると思いま

すが、小児科の先生とか、一般の先生たちは慣れておらず、また例えば里帰り

をするような方たちは、実際には産婦人科の先生以外が地元のほうで打つケ

ースとかそういったものもあるのかなとすると、週数の計算法というのは、場

合によっては、接種説明会のときに、何か早見表のようなものがあると、嬉し

いなと思います。 

 

事務局   そうですね、２８週を数えていくのは大変だと思うので、少し検討いたします。 

 

委員長   その他、何かございますでしょうか。 

 

宮沢委員  先日、三役会に参加させていただいた際に、林部長の方から「２８週から３７

週に至るまで」という言葉の定義が、ぼんやりしているので、可能であれば、

２８週０日から３６週６日とかにしていただいた方が、この妊娠週数ルール

をがっちりやるんだったら、誤接種とかそういう話になってしまうので、検討

いただくよう、お願いいたします。 

 

事務局   承知いたしました。ありがとうございます。 

 

委員長   まあ、新しい予防接種なので、注意は必要かなと思います。 

 

勝田委員  岡野先生がご指摘いただいた点は私も非常に重要だと思っていて、このワク

チンは妊婦さんに打つもので、とてもセンシティブで、参考までに聖マリアン

ナ医科大学病院では、基本的に産婦人科の先生に打っていただく方向で準備

をしています。というのは妊娠週数のカウントは慣れない人がやると危ない

ですし、接種した直後とか当日とかに、例えば産婦人科的な兆候も含めて、妊

婦さんに体調変化があったときに、産科的主治医の先生が知らないところで、

何かワクチンを打っているというのは、中々、想定しにくいシチュエーション

なのかなと思っています。ただ、もちろん産婦人科の先生以外が打ってはいけ
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ないというルールを付けるのは難しいと思うんですけれども、もし他の科の

先生たちが、接種に参加されるのであれば、その辺りを相当徹底して、近隣の

産科の先生とか、あとは実際に診てくれている産科の先生とのタイアップを

したりだとか、問診票に産科の先生が打っていいと言いましたかという質問

を入れるとか、そういったところで、かなり慎重にやった方がいいのかなと個

人的に考えております。その辺りは川崎市としての準備はどのような状況で

しょうか。まあ、手を挙げれば誰でも打てるというのは、法律上はそうなんで

しょうけど、実際どのくらいの割合の方が産科で打つかとか、その辺りは実際、

川崎市の産科の先生と相談をどのくらいなされているのかというのが一点で

す。 

もう一つ、これは少し分かりにくいんですけれど、３４ページのいわゆる接種

方法の部分で「妊娠ごとに１回の接種を認める」というのが１１月時点の方針

で、多分２月ごろに正式に決まると思うんですけれど、これは要するに、反復

接種を４月１日の段階でもう認めるのか。任意接種で１回目を打っているお

母さんが結構いらっしゃるので、そこがもう明確になっているのか、国からの

連絡待ちなのか、そこを確認させていただければと思います。 

 

事務局   まず、医療機関についてなんですけれども、市の想定といたしましては、妊婦

健診受診のときに、先生からご紹介いただいて、接種という流れがほとんどな

のかなと、思っているので、小児科だとか、手上げしてくださるＡ類の医療機

関を除くという想定は正直しておらず、おそらくほとんどは産婦人科さんで

打つかなと思っております。ただ、勝田先生がご心配されているところは自分

共も不安であり、ちゃんと産婦人科の先生が知らないということがないよう

に、予診票の方に、主治医の先生にはご了承いただいているだとか、相談済み

ですか、ということを書いてもらった上で、接種に臨んでもらえるように、そ

こは担保しようという風に思っております。 

また、第２子第３子の場合のときに、このワクチンを２回目・３回目打つのか

というところなんですけれども、国の方から、まだＱＡという形なので、資料

として、まだキチンとした形ではないんですけれども、第２子第３子でも接種

してよいと言われています。ただ、メーカーから聞いた情報を踏まえると「こ

のワクチン自体がまだ新しいワクチンで、第２子第３子のときに打つかどう

かというのは、どのくらい安全なのかというところがそこまでデータとして

揃っていない」というようなことを言われていまして、接種するにあたっては、

自動的に接種を行うということではなく、主治医の先生のご判断の上で、接種

をするようにしていただきたいというように、国からは考え方が示されてい

るところになります。 
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勝田委員  ありがとうございます。仰る通りで、おそらく先進国含めて、反復接種を明確

に出しているのは、ＵＫ。ＵＫが「エビデンスはないけれど、打ちましょう」

くらいの話で、そこはよく出したなと、個人的には思いましたが、米国がまだ

禁止していて「２回目は抗体製剤で打ってください」となっていると思うので、

かなりエビデンスのない中で、国がどう判断するかが一番大きいと思うんで

すけれど、時間が４月１日からと迫っているので、直前に国がどういうコメン

トを出すかによって、いろいろと調整しなければいけなのかなと思います。私

からは以上です。 

 

委員長   ありがとうございます。一応確認ですけれど、これは妊娠の度に毎回打つとい

うのが、決まっているわけではなんですね。 

 

事務局   はい。抗体が残っているかもしれないのでということです。 

 

委員長   ありがとうございます。ではこれはまた、次の課題かと思います。その他、よ

ろしいでしょうか。 

 

委員    （異議なし） 

 

ウ ２価及び４価ＨＰＶワクチンについて 

委員長   それでは、（ウ）２価及び４価ＨＰＶワクチンについて、事務局からご説明い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局   はい。それでは、資料３５ページをご覧ください。ＨＰＶ予防接種で使用する

２価及び４価ワクチンの今後の取扱いについて、説明させていただきます。Ｈ

ＰＶワクチンについて、現行では、２価ワクチンのサーバリックス、４価ワク

チンのガーダシル、９価ワクチンのシルガード９を使用してきたところです

が、昨年１１月の基本方針部会にて、キャッチアップ接種の経過措置が令和７

年度末で終了することや、令和５年度に９価ワクチンが定期接種化したこと

により、２価または４価ワクチンの接種者数が減少傾向にあること、原稿の定

期接種実施要領規定等を踏まえ、令和８年度から２価及び４価ＨＰＶワクチ

ンを定期接種で用いるワクチンから除くこととし、９価ワクチンのみ定期接

種で用いるワクチンとすることと審議・了承されました。こちらを受けて、本

市の対応案でございますが、各種帳票の作成や医療機関との調整を進めてま

いります。 また、本件について令和７年１２月５日発出の“川崎市医師会メ
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ールニュース（第１２号）”で掲載いただいたところでございます。 

令和８年４月１日より、２価及び４価ワクチンは定期接種として使用できな

くなりますので、現在、当該ワクチンを取り扱っている医療機関様におかれま

しては、在庫管理にご留意いただきますよう、恐れ入りますがご協力をお願い

申し上げます。新年度を控え、急な変更となり、大変申し訳ございませんが、

何卒よろしくお願い申し上げます。報告は以上でございます。 

 

委員長   ありがとうございます。完全に移行ということで、案内の方はしっかりとさせ

ていただきます。ただ今の件に関しまして、何か質問等はございますか。 

 

宮沢委員  昨年、まだ２価をやった先生はいらっしゃいますかね。そもそも出ていないで

すよね。 

 

事務局   そうですね、一応、卸業者様や医療機関様と連絡を取らせていただいたところ、

そもそも実際は取扱もしていないところがほとんどかと思いますので、在庫

については、そこまで大きく影響する医療機関様はないかなと思っておりま

す。 

 

宮沢委員  最初はいたんですよ。今、お姉ちゃんが打ったから、２価にしてという感じで

打ったところが。昨年、うちもゼロだったので、まあないかなとは思うんです

けれど、一応制度上はというところですね。 

 

事務局   一応、補足で今年度以降、２価につきましては、卸業者からの納入の実績もな

ければ、本市の方に請求があがってきたものも、ありませんでした。 

 

委員長   ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。 

 

委員    （異議なし） 

 

エ 高齢者の肺炎球菌定期接種のワクチン変更について 

委員長   それでは、（エ）高齢者の肺炎球菌定期接種のワクチン変更について、事務局

からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局   それでは、資料３９ページをご覧ください。高齢者の肺炎球菌定期接種の使用

ワクチン変更について、説明させていただきます。高齢者肺炎球菌定期接種に

ついて、現行では、２３価ワクチンを使用してきたところですが、ワクチン評
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価に関する小委員会にて、疾病負荷・ワクチンの有効性及び費用対効果の観点

から、定期接種として６５歳への２０価ワクチン接種を導入することは適切

であるとされ、昨年１２月の基本方針部会にて、令和８年４月１日より、高齢

者肺炎球菌定期接種に用いられるワクチンは２３価ワクチンから２０価ワク

チンへと、変更されることとなりました。 

続いて、資料の下段をご覧ください。事務局案にありますとおり、７０歳にお

いても費用対効果の観点では良好ではありますが、既にその年齢の方々には

２３価ワクチンの接種機会が十分に確保されていたことや、高齢になるほど

２０価ワクチンの有効性は低下すること、今後２１価ワクチンの議論が開始

される見込みである等といった理由から、経過措置はとらないこととなりま

した。資料４０ページをご覧ください。こちらの資料にありますように、令和

８年度の肺炎球菌定期接種の対象者は、現行通り、６５歳の方、又は６０歳以

上６５歳未満の方の内、特定の障害を持つ方となり、用いるワクチンは２０価

ワクチンのみとされ、開始時期は令和８年４月１日からとされております。 

こちらを受けて、本市の対応案でございますが、令和８年４月１日から接種が

開始できるよう、帳票類の作成や、医療機関との調整を進めてまいります。ま

た、自己負担額については、現在、調整中の段階ではございますが、厚生労働

省から示されたワクチン価格が、現在使用のワクチンに比べ、高額なことから

変動する想定ですが、県内政令市の設定予定額も踏まえ決定してまいります。

接種医療機関については、現行と同様に、医師会加入医療機関での実施を想定

しております。広報については、市政だよりやホームページを用いて行う想定

です。また、個別通知には新たに、使用ワクチンが変更される旨の記載された、

チラシ等を加える予定としておりますが、既に個別通知を送っている人の中

で、まだ肺炎球菌定期接種を受けていない、かつ令和８年４月２日以降に６６

歳の誕生日を迎える方につきましては、令和８年４月１日以降に使用ワクチ

ンが変更される旨が記載された圧着はがきを令和７年度中に送付予定です。

なお、本件に関する通知については令和７年１２月２５日発出の“川崎市医師

会理事会報（第１２号）”において掲載いただいております。続いて、下段の

資料をご確認ください。事務局案にありますとおり、現在２１価ワクチンの定

期接種化については、厚生労働省にて検討中の状況であり、それと同じタイミ

ングで６５歳を超える方への経過措置についても、検討するとあります。報告

は以上でございます。 

 

委員長   ありがとうございます。ただ今の報告について、何かございますでしょうか。 

 

宮沢委員  勝田先生にお伺いしたいんですけれども、今まで、子ども場合には１３価から
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１５価、１５価から２０価になった、今度は高齢者について、２３価のポリサ

ッカライドについて、価数が下がる。これは安定性、あるいはブースター効果

がいいということが一点、また、高齢者について２０価から２１価への変更を

検討していますが、これは小児も２１価になることがあるのでしょうか。 

 

勝田委員  ご質問ありがとうございます。まず、２３価と２０価の違いに関しましては、

一言で申しますと、２３価の方がカバー範囲は広いが、ブースター効果があり

ませんので、打ちっ放しと言いますか、１回打っておしまい、もしくは５年後

に局所反応をある程度見越して、任意接種で打つということになるんですけ

れども、中々ブースターが得られないというところが今までの弱点だったか

なと。一方で２０価の方は、ブースター効果が得られますので、その辺から考

えると、価数が３減ったとしても、２０価の方向になるというのが、世界的な

流れかなというように、考えております。 

また、２０価と２１価の違いについては、ご認識の通り、２１価は２０＋１で

はなくて、小児領域で２０価が使われている国において、２０価でカバーでき

ないことが成人で問題になっているということで、ＭＳＤが作ったワクチン

であるというように考えています。当面はおそらく、成人だけに２１価が使わ

れ、小児に関しては２０価を使うことになると思われます。変な言い方にはな

りますが、小児が２０価を使うことで成人が守られている状況なので、小児が

２０価、成人が２１価を使うことになるのかなと思います。今のところ、私の

知る限りでは、小児において、２１価に積極的に切り替えていこうという話は

国内では、検討されていないと認識しております。 

 

多屋委員  昔のように、７価が１３価になり、１３価が２０価になるというのはプラスア

ルファだったんですけれども、２０価と２１価は全然違うものになっていま

す。それから、小児でまだ、承認が取れていないので、もし導入するのであれ

ば、もう少し時間がかかるのかなと思いました。 

 

委員長   ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。 

 

委員    （異議なし） 

 

オ 高用量インフルエンザワクチンついて 

委員長   それでは、（オ）高用量インフルエンザワクチンについて、事務局からご説明

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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事務局   それでは、資料４３ページをご覧ください。高用量インフルエンザワクチンに

ついて、説明させていただきます。令和８年１０月開始の令和８年度インフル

エンザ定期接種について、これまで使用されてきたものは、各株のＨＡが１５

μg 含まれた標準量インフルエンザＨＡワクチンのみでしたが、昨年１１月の

基本方針部会にて、令和８年度の定期接種からは、それに加えて、各株のＨＡ

が６０μg 含まれた高容量インフルエンザＨＡワクチンが追加されることと

なりました。事務局案にありますとおり、高用量インフルエンザワクチンは７

５歳以上の方において、より高い有効性と優れた費用対効果が認められたこ

とから、高用量インフルエンザワクチンの対象者については、７５歳以上の方

とされております。用法・用量について、標準量は０．５ｍｌを皮下に、高容

量は０．７ｍｌを筋肉内接種と、異なるため、接種を行う際には、ご注意いた

だきますよう、お願い申し上げます。これまで、インフルエンザワクチンは１

種類で実施していたところ、令和８年度からは、ワクチンの種類が追加される

ということで、医療機関様にはご負担となることと存じますが、何卒よろしく

お願い申し上げます。 

また、資料４４ページにありますとおり、これまでインフルエンザワクチンに

つきましては、定期接種実施要領において「予防接種後２日以内に発熱のみら

れた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者」を

予防接種不適当者として、接種を行ってはいけないと扱っておりましたが、今

後はその条件に該当する方については、予防接種要注意者として、予防接種を

行うに際して注意を要する者として、扱われることとなりましたので、こちら

の点についても、ご留意いただきますよう、お願い申し上げます。報告は以上

でございます。 

 

委員長   ありがとうございます。もし、任意のワクチンで、高用量の方がいいというの

は、それは定期接種とかは関係ないですよね。 

 

事務局   はい。今回、国の方では７５歳以上の方を高用量のということで、接種対象と

しておりますので、いまのところ、７５歳未満の方については、任意接種でと

いうことになります。 

 

委員長   これは、抗体の持続期間とかについて、変わりはないんですか。特にそこは言

われていないでしょうか。 

 

事務局   はい。特にそこについての説明は受けておりません。 
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委員長   高用量で高いお金を払ったら、２年で１回の接種でよいとか、そういうもので

はなさそうな感じですかね。その他、何かございますでしょうか。 

 

委員    （異議なし） 

 

そ の 他 

 

委員長   その他、事務局から何かございますでしょうか。 

 

事務局   本日、欠席されておりますが、楢林委員より、事前に質問をお預かりしており

ます。質問として「国が進めております予防接種デジタル化に関して、川崎市

の対応状況と今後の予定を教えてください。あまり先のことは不明な点も多

いとは思いますが、もし分かれば、令和８年度、どのような予定があるかを教

えてください」といただいております。事務局の方から回答させていただきま

す。 

はじめに予防接種のデジタル化について、これまで、紙の予診票での接種や支

払いの管理をしていたものをデジタル化することで、デジタル予診票を利用

した接種、費用請求、接種履歴の管理を行うことができるようになり、あくま

で国がにはなりますが、その時期は令和１０年４月以降とされています。川崎

市でもデジタル化に向けては国のシステムに対応できるように、いわゆる標

準準拠システムへの移行を進めているところです。ただ、デジタル化にあたっ

ては、川崎市だけが対応すればよいというものではなく、医療機関の方でも、

費用の請求等を行うためには、国のシステムへの接続が必要となってきます。

今、国が示しております、方法についてですが、例えば、専用アプリをインス

トールしたタブレット端末を各医療機関で導入していただくだとか、既に医

療機関にございます、レセプトコンピュータや、電子カルテシステムから接続

する方法など、今のところ、複数示されています。ただ、導入に際して、当然

のことながら、相当の費用が発生しますので、国がどのように補助を行うかに

ついては具体的な手順については、現在ございません。 

また、紙の予診票との併用期間について、紙媒体は当面は残り、その辺りの運

用費用は市側の負担となるとは思いますが、単純計算で２倍になるだとか、医

療機関の方から接続するレセプトコンピュータや、電子カルテシステムから

接続する方法が示されてはいるものの、時期は未定ということになっていた

り、医療機関にて、被接種者の方がデジタル予診票を持っていない場合には、

予防接種対象者番号の入力が必要となる等、新たに事務負担がかなり発生す

るのではないか、と考えられていることから、今のところ、川崎市規模での費
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用だとか対応だとか、については市でもまだまだ、探している状況となってい

ます。ですので、来年度、具体的に何をする、とかというところは、現時点で

は、決まっておりません。 

ただ、令和８年度にデジタル化を実施するという、先行自治体がございまして、

国は支援を行おうとしているので、その辺の状況を川崎市としても、引き続き

情報収集をしていくことになるかと思います。また、ある程度の情報が集まっ

てきましたら、医師会様の方にも、相談をさせていただこうと思いますので、

その際はよろしくお願いいたします。 

 

委員長   ありがとうございます。川崎市医師会としても、このデジタル化で国とダイレ

クトにやり取りができるというところが、話題には出ていますが、やはりこう

いった委員会での副反応報告だとか、こういったものに関しては従来通り管

理していかなくてはいけないと思っておりますので、行政とも完全に離れる

わけではないということも、改めて認識させていただければと思います。その

他、何かございますでしょうか。 

 

委員    （異議なし） 

 

６ 閉 会 

委員長   それでは、これで議事に関しましては終了とさせていただきますが、事務局の

方から、次の予定なり、その辺りを教えていただければと思います。 

 

事務局   岡野委員長ありがとうございました。委員の皆様、長時間に渡るご審議、あり

がとうございました。これを持ちまして、令和７年度第２回川崎市予防接種運

営委員会の方を終了させていただきます。本年度については、今回が最後の運

営委員会となります。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。本日は１日

ありがとうございました。 


